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(57)【要約】
　表面に機能的特性を付与するための、またはかかる表
面上に備えられた機能的被覆に機能的特性を再生するた
めの、基板表面処理組成物、製品、および方法。組成物
は液状媒体、溶液、またはゲルに分散させた研磨粒子と
して提供されてもよい。ガラス表面などの基板表面を処
理するための製品には、かかる組成物を含浸させた布、
組成物とそれを含浸できる布とからなるキットなどがあ
る。処理方法では、表面を有する基板が準備される。基
板の表面は機能的被覆を有していてもよい。基板表面を
、または表面上に備えられた機能的被覆を前記組成物で
洗浄したり、前記組成物をこすりつけたり、またはその
他の塗布方法を適用したりすることによって、前記表面
が処理される。



(2) JP 2008-518799 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
機能的被覆を備えたガラス表面に機能的特性を回復する方法であって、
　機能的被覆を備えたガラス表面を準備する工程と、
　前記ガラス表面上に備えられた前記機能的被覆の前記機能的特性が回復されるまで、溶
液またはゲルに分散させた研磨粒子で前記機能的被覆を処理する工程とを含む方法。
【請求項２】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれモース尺度における硬度を有し、前記被覆
の硬度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれ約３～約８のモース尺度における硬度を有
し、前記研磨粒子の硬度が前記機能的被覆の硬度以下である請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれ硬度を有し、前記研磨粒子の硬度が前記機
能的被覆の硬度以下である請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれ硬度を有し、前記研磨粒子の硬度は、処理
される前記機能的被覆に前記粒子が目に見える擦り傷を付けないような硬度である請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
前記機能的被覆が、親水性、疎水性、または光触媒性の特性を有し、前記研磨粒子が親水
性、疎水性、または光触媒性の特性を有する材料を含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記機能的被覆および前記研磨粒子が、それぞれ、金属酸化物、金属窒化物、金属酸窒化
物、金属酸化物化合物、金属窒化物化合物、金属酸窒化物化合物、またはそれらの組み合
わせからなる群から選択される１つ以上の材料を含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記機能的被覆が、一つ以上の層を含み、環境にさらされる最外層を有し、前記最外層が
金属酸化物、金属窒化物、金属酸窒化物、金属酸化物化合物、金属窒化物化合物、金属酸
窒化物化合物、またはそれらの組み合わせを含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記機能的被覆が、一つ以上の層を含み、環境にさらされる最外層を有し、前記最外層が
二酸化珪素または窒化チタンを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記ガラス表面が、窓ガラス、断熱ガラスユニット、ガラス鏡、またはガラスレンズの露
出表面である請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
前記研磨粒子が、約１ミクロン～約５００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項１に
記載の方法。
【請求項１２】
前記研磨粒子が、約１０ミクロン～約３００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項１
に記載の方法。
【請求項１３】
前記研磨粒子が、約２０ミクロン～約２００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項１
に記載の方法。
【請求項１４】
前記処理工程が、溶液またはゲルに分散させた研磨粒子で前記表面を洗浄する工程を含み
、前記研磨粒子が二酸化珪素、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、トパーズ、
炭化珪素、窒化チタン、窒化硼素、またはそれらの組み合わせからなる群から選択される
請求項１に記載の方法。
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【請求項１５】
前記研磨粒子が、二酸化珪素、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、トパーズ、
炭化珪素、窒化チタン、窒化硼素、またはそれらの組み合わせの二つ以上から選択される
粒子を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
前記粒子が、シリカ粒子を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
前記粒子が、シリカゲルを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
前記粒子が、酸化チタン粒子を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
前記処理工程が、溶液に分散させた研磨粒子で前記表面を洗浄する工程を含み、前記溶液
が、水、アルコール、弱酸性溶液、弱塩基性溶液、酢の溶液、または液体ガラスクリーナ
ーを含む請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
前記処理工程が、溶液に分散させた前記研磨粒子を布状体に付着させ、前記布状体を使用
して前記表面上に備えられた前記機能的被覆上に前記研磨粒子をこすりつける工程をさら
に含む請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
前記処理工程が、溶液またはゲルに分散させた前記研磨粒子を前記表面に直接付着させ、
布状体を使用して前記表面上に備えられた前記機能的被覆上に前記研磨粒子をこすりつけ
る工程をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
前記処理工程が、研磨粒子を分散させた溶液に浸漬されて、または前記溶液を含浸させて
予め包装された布状体を準備し、前記布状体で前記機能的被覆に前記研磨粒子をこすりつ
ける工程をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復する方法であって、
　機能的被覆を備えた表面を準備する工程と、
　前記機能的特性が回復されるまで、溶液またはゲルに分散させた研磨粒子で前記表面に
備えられた前記機能的被覆を処理する工程とを含む方法。
【請求項２４】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれモース尺度における硬度を有し、前記被覆
の硬度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下である請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれ約３～約８のモース尺度における硬度を有
し、前記研磨粒子の硬度が前記機能的被覆の硬度以下である請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれ硬度を有し、前記研磨粒子の硬度が前記機
能的被覆の硬度以下である請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれ硬度を有し、前記研磨粒子の硬度は、処理
される前記機能的被覆に前記粒子が目に見える擦り傷を付けないような硬度である請求項
２３に記載の方法。
【請求項２８】
前記機能的被覆が、親水性、疎水性、または光触媒性の特性を有し、前記研磨粒子が親水
性、疎水性、または光触媒性の特性を有する材料を含む請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
前記機能的被覆および前記研磨粒子が、それぞれ、金属酸化物、金属窒化物、金属酸窒化
物、金属酸化物化合物、金属窒化物化合物、金属酸窒化物化合物、またはそれらの組み合
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わせからなる群から選択される１つ以上の材料を含む請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
前記機能的被覆が、一つ以上の層を含み、環境にさらされる最外層を有し、前記最外層が
金属酸化物、金属窒化物、金属酸窒化物、金属酸化物化合物、金属窒化物化合物、金属酸
窒化物化合物、またはそれらの組み合わせを含む請求項２３に記載の方法。
【請求項３１】
前記機能的被覆が、一つ以上の層を含み、環境にさらされる最外層を有し、前記最外層が
二酸化珪素または窒化チタンを含む請求項２３に記載の方法。
【請求項３２】
前記研磨粒子が、約１ミクロン～約５００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項２３
に記載の方法。
【請求項３３】
前記研磨粒子が、約１０ミクロン～約３００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項２
３に記載の方法。
【請求項３４】
前記研磨粒子が、約２０ミクロン～約２００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項２
３に記載の方法。
【請求項３５】
前記処理工程が、溶液またはゲルに分散させた研磨粒子で前記表面を洗浄する工程を含み
、前記研磨粒子が二酸化珪素、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、トパーズ、
炭化珪素、窒化チタン、窒化硼素、またはそれらの組み合わせからなる群から選択される
請求項２３に記載の方法。
【請求項３６】
前記研磨粒子が、二酸化珪素、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、トパーズ、
炭化珪素、窒化チタン、窒化硼素、またはそれらの組み合わせの二つ以上から選択される
粒子を含む請求項２３に記載の方法。
【請求項３７】
前記粒子が、シリカ粒子を含む請求項２３に記載の方法。
【請求項３８】
前記粒子が、シリカゲルを含む請求項２３に記載の方法。
【請求項３９】
前記粒子が、酸化チタン粒子を含む請求項２３に記載の方法。
【請求項４０】
前記処理工程が、溶液に分散させた研磨粒子で前記表面を洗浄する工程を含み、前記溶液
が、水、アルコール、弱酸性溶液、弱塩基性溶液、酢の溶液、または液体ガラスクリーナ
ーを含む請求項２３に記載の方法。
【請求項４１】
前記処理工程が、溶液に分散させた前記研磨粒子を布状体に付着させ、前記布状体を使用
して前記表面上に備えられた前記機能的被覆上に前記研磨粒子をこすりつける工程をさら
に含む請求項２３に記載の方法。
【請求項４２】
前記処理工程が、溶液またはゲルに分散させた前記研磨粒子を前記表面に直接付着させ、
布状体を使用して前記表面上に備えられた前記機能的被覆上に前記研磨粒子をこすりつけ
る工程をさらに含む請求項２３に記載の方法。
【請求項４３】
前記処理工程が、研磨粒子を分散させた溶液に浸漬されるかまたは前記溶液を含浸させて
予め包装された布状体を準備し、前記布状体で前記機能的被覆に前記研磨粒子をこすりつ
ける工程をさらに含む請求項２３に記載の方法。
【請求項４４】
ガラス基板に少なくとも１つの機能的特性を付与する方法であって、
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　少なくとも１つの表面が環境に対して露出されているガラス基板を準備する工程と、
　溶液またはゲルに分散させた、少なくとも１つの機能的特性を有する研磨粒子で、前記
研磨粒子の被覆が前記露出表面上に形成されるまで前記露出表面を処理する工程とを含む
方法。
【請求項４５】
露出表面を有するガラス基板に親水性の機能的特性を付与する方法であって、
　モース尺度における硬度を有する露出表面を有するガラス基板を準備する工程と、
　前記露出表面の硬度以下のモース尺度における硬度を有し、約１ミクロン～約５００ミ
クロンの粒径を有するシリカ粒子である、溶液またはゲルに分散させた研磨粒子を準備す
る工程と、
　前記研磨粒子の親水性特性を有する被覆が前記表面上に形成されるまで、前記研磨粒子
で前記露出表面を処理する工程とを含む方法。
【請求項４６】
前記研磨粒子が溶液中に分散し、前記処理工程が、溶液中に分散させた前記研磨粒子を布
状体に付着させ、前記布状体を使用して前記表面上に前記研磨粒子をこすりつける工程を
さらに含む請求項４４または４５に記載の方法。
【請求項４７】
前記処理工程が、溶液またはゲルに分散させた前記研磨粒子を前記表面に直接付着させ、
布状体を使用して前記表面上に前記研磨粒子をこすりつける工程をさらに含む請求項４４
または４５に記載の方法。
【請求項４８】
前記処理工程が、研磨粒子を分散させた溶液に浸漬されるかまたは前記溶液を含浸させて
予め包装された布状体を準備し、前記布状体で前記表面に前記研磨粒子をこすりつける工
程をさらに含む請求項４４または４５に記載の方法。
【請求項４９】
機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復する方法であって、
　モース尺度における硬度を有する機能的被覆を備えた表面を準備する工程と、
　モース尺度における硬度を有し、約１ミクロン～約５００ミクロンの粒径を有し、前記
被覆の硬度との硬度差がモース尺度における２以下である、溶液またはゲルに分散させた
研磨粒子を準備する工程と、
　前記被覆の機能的特性が回復されるまで、前記研磨粒子で前記表面に備えられた前記機
能的被覆を処理する工程とを含む方法。
【請求項５０】
親水性特性を有する二酸化珪素被覆を備えた表面に親水性特性を回復する方法であって、
　親水性特性を有する二酸化珪素被覆を備えた表面を準備する工程と、
　前記被覆の親水性特性が回復されるまで、溶液またはゲルに分散させたシリカ研磨粒子
で前記二酸化珪素被覆を処理する工程とを含む方法。
【請求項５１】
機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復するための組成物であって、前記組成物は溶
液またはゲルに分散させた研磨粒子を含み、前記機能的被覆と前記研磨粒子とがそれぞれ
モース尺度で計測されるような硬度を有し、前記被覆の硬度と前記粒子の硬度との差がモ
ース尺度の２以下である組成物。
【請求項５２】
表面上に機能的被覆を形成するための組成物であって、前記組成物は溶液またはゲルに分
散させた研磨粒子を含み、前記表面と前記研磨粒子とがそれぞれモース尺度で計測される
ような硬度を有し、前記被覆の硬度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下である
組成物。
【請求項５３】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれ約３～約８のモース尺度における硬度を有
する請求項５１に記載の組成物。
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【請求項５４】
前記表面と前記研磨粒子とが、それぞれ約３～約８のモース尺度における硬度を有する請
求項５２に記載の組成物。
【請求項５５】
前記機能的被覆と前記研磨粒子とが、それぞれ硬度を有し、前記研磨粒子の硬度は、前記
機能的被覆が前記粒子に処理される際に、前記粒子が前記被覆に目に見える擦り傷を付け
ないような硬度である請求項５１に記載の組成物。
【請求項５６】
前記表面と前記研磨粒子とが、それぞれ硬度を有し、前記研磨粒子の硬度は、前記表面が
処理される際に、前記粒子が前記表面に目に見える擦り傷を付けないような硬度である請
求項５２に記載の組成物。
【請求項５７】
前記研磨粒子が、約１ミクロン～約５００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項５１
または５２に記載の組成物。
【請求項５８】
前記研磨粒子が、約１０ミクロン～約３００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項５
１または５２に記載の組成物。
【請求項５９】
前記研磨粒子が、約２０ミクロン～約２００ミクロンの範囲の平均粒径を有する請求項５
１または５２に記載の組成物。
【請求項６０】
前記研磨粒子が、金属酸化物、金属窒化物、金属酸窒化物、金属酸化物化合物、金属窒化
物化合物、金属酸窒化物化合物、またはそれらの組み合わせからなる群から選択される１
つ以上の材料を含む請求項５１または５２に記載の方法。
【請求項６１】
前記研磨粒子が、二酸化珪素、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、トパーズ、
炭化珪素、窒化チタン、および窒化硼素のひとつ以上から選択される粒子を含む請求項５
１または５２に記載の組成物。
【請求項６２】
前記研磨粒子が、セラミック材料または誘電体材料により形成された粒子を含む請求項５
１または５２に記載の組成物。
【請求項６３】
前記研磨粒子が、溶液に分散させたシリカ粒子を含む請求項５１または５２に記載の組成
物。
【請求項６４】
前記研磨粒子が、ゲルに分散させたシリカ粒子を含む請求項５１または５２に記載の組成
物。
【請求項６５】
前記研磨粒子が、溶液またはゲルに分散させた酸化チタン粒子を含む請求項５１または５
２に記載の組成物。
【請求項６６】
前記研磨粒子が、水、アルコール、弱酸性溶液、弱塩基性溶液、酢の溶液、または液体ガ
ラスクリーナーを含む溶液に分散されている請求項５１または５２に記載の組成物。
【請求項６７】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液は前記粒子を分散させて、前記粒子と
、前記機能性被覆と、処理工程中に前記機能性被覆に手動または機械的にこすり力を印加
するために使用される布状体または他の材料との間の摩擦を低減する液体である請求項５
１に記載の組成物。
【請求項６８】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液は前記粒子を分散させて、前記粒子と
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、前記表面と、処理工程中に前記表面に手動または機械的にこすり力を印加するために使
用される布状体または他の材料との間の摩擦を低減する液体である請求項５２に記載の組
成物。
【請求項６９】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液は水を含む請求項５１または５２に記
載の組成物。
【請求項７０】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記粒子は溶液１００ミリリットル中、約１／
２ティースプーン～約８ティースプーンの研磨粒子である請求項５１または５２に記載の
組成物。
【請求項７１】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記粒子は溶液１００ミリリットル中、約１／
２ティースプーン～約５ティースプーンの研磨粒子である請求項５１または５２に記載の
組成物。
【請求項７２】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記粒子は溶液１００ミリリットル中、約０．
５ティースプーン～約２ティースプーンの研磨粒子である請求項５１または５２に記載の
組成物。
【請求項７３】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液は弱酸または弱塩基を含む請求項５１
または５２に記載の組成物。
【請求項７４】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液は酢を含む請求項５１または５２に記
載の組成物。
【請求項７５】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液はクエン酸を含む請求項５１または５
２に記載の組成物。
【請求項７６】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液は液体ガラスクリーナーを含む請求項
５１または５２に記載の組成物。
【請求項７７】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液はイソプロピルアルコールと水とを含
む請求項５１または５２に記載の組成物。
【請求項７８】
前記研磨粒子が、溶液に分散されており、前記溶液は約５０％のイソプロピルアルコール
と約５０％の水とを含む請求項５１または５２に記載の組成物。
【請求項７９】
機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復するための製品であって、研磨粒子を含む溶
液を含浸させた布状体を含み、前記機能的被覆と前記研磨粒子はそれぞれモース尺度で計
測される硬度を有し、前記被覆の硬度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下であ
る製品。
【請求項８０】
表面に機能的被覆を形成するための製品であって、研磨粒子を含む溶液を含浸させた布状
体を含み、前記表面と前記研磨粒子はそれぞれモース尺度で計測される硬度を有し、前記
表面の硬度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下である製品。
【請求項８１】
ガラス表面を清浄化するための製品であって、研磨粒子を含む溶液を含浸させた布状体を
含み、前記ガラス表面と前記研磨粒子はそれぞれモース尺度で計測される硬度を有し、前
記ガラス表面の硬度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下である製品。
【請求項８２】
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機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復するためのキットであって、
　機能的被覆を備えた前記表面を洗浄するための布状体と、
　研磨粒子を含有する溶液とを含み、
　前記機能的被覆と前記研磨粒子はそれぞれモース尺度で計測される硬度を有し、前記被
覆の硬度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下であるキット。
【請求項８３】
表面に機能的被覆を形成するためのキットであって、
　前記表面を洗浄するための布状体と、
　研磨粒子を含有する溶液とを含み、
　前記表面と前記研磨粒子はそれぞれモース尺度で計測される硬度を有し、前記表面の硬
度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下であるキット。
【請求項８４】
ガラス表面を洗浄するためのキットであって、
　前記ガラス表面を洗浄するための布状体と、
　研磨粒子を含有する溶液とを含み、
　前記ガラス表面と前記研磨粒子はそれぞれモース尺度で計測される硬度を有し、前記ガ
ラス表面の硬度と前記粒子の硬度との差がモース尺度の２以下であるキット。
【請求項８５】
前記溶液が、スプレーボトルに入れられている請求項８３～８４のいずれかに記載のキッ
ト。
【請求項８６】
前記布状体が、溶液中に予め包装されている請求項８３～８４のいずれかに記載のキット
。
【請求項８７】
ガラス表面に機能的特性を付与するための、液状媒体、溶液、またはゲルの中に分散させ
た研磨粒子の使用。
【請求項８８】
ガラス表面に備えられた機能的被覆に機能的特性を回復するための、液状媒体、溶液、ま
たはゲルの中に分散させた研磨粒子の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板表面を処理するための組成物、製品、および方法に関する。本発明は特
に、機能的被覆を備えたガラス基板表面を処理するための研磨組成物、製品、および方法
、ならびに、かかる表面上に機能的被覆を形成するための組成物、製品、および方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス板およびその他の基板の表面は、しばしば基板に所望の特性を付与するために機
能的被覆で被覆される。ガラス板に適用される被覆は幅広く、低放射率被覆、光触媒性被
覆、反射防止被覆、透明導電性被覆、疎水性被覆、親水性被覆などがある。さらに、単に
特定の色をガラス板に付与するために被覆が適用されてもよい。本願においてはおおむね
、かかる被覆を機能的被覆と呼ぶ。
【０００３】
　低放射率被覆はガラス板に適用されることができ、赤外線のガラスの通過を低減するよ
うにも作用する。これによりガラスを介した熱の損失または利得が低減され、建築物の温
度の制御能力を向上する。低放射率被覆は当該技術分野で公知であり、例えば１つ以上の
赤外線反射金属層と１つ以上の透明誘電体層とを含んでいる。例えば銀、金、銅などの導
電性金属である赤外線反射層は、被覆を介した放射熱の透過を低減する。透明誘電体層は
、主に可視光反射率を低減し、被覆のその他の特性、例えば色などを制御するために使用



(9) JP 2008-518799 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

される。一般的に使用される透明誘電体の例としては、亜鉛、錫、インジウム、ビスマス
、およびチタンの酸化物、それらの合金や混合物、ならびに、所定の窒化物（例えば、窒
化珪素、窒化チタンなど）などが挙げられる。低放射率被覆は、一般的には、公知のマグ
ネトロンスパッタリング技術を使用してガラス基板上に堆積される。ガラス板上には、低
放射率被覆とは別に、またはその一部として、またはその上に、疎水性、親水性、または
光触媒性被覆などの機能的被覆をさらに適用してもよく、また、公知のスパッタリング技
術やその他当業者に公知のものを使用してもよい。
【０００４】
　光触媒性被覆は、ガラスなどの基板に自浄特性を付与するために適用できる。ガラス板
の窓の外側表面に光触媒性被覆を適用すると、窓の外側表面の洗浄に伴う時間と費用が削
減される。光触媒性被覆技術の分野は、所定の材料が光線を吸収し、油、植物性物質、脂
肪や油脂などの有機材料を光触媒作用により劣化させることができるということに基礎を
置く。これら光触媒材料のうち最も強力なのは、酸化チタンであろう。しかし、他の物質
も光活性性を呈すると考えられている。これら材料の例としては、鉄、銀、銅、タングス
テン、アルミニウム、亜鉛、ストロンチウム、パラジウム、金、プラチナ、ニッケル、コ
バルトなどの酸化物が挙げられる。有用な光触媒性被覆が、米国特許第5,874,701号（Wat
anabe ら、特許文献１.）、第5,853,866号（Watanabeら、特許文献２.）、第5,961,843号
（Hayakawa ら、特許文献３.）、第6,139,803号（Watanabeら、特許文献４.）、第6,191,
062号（Hayakawaら、特許文献５.）、第5,939,194号（Hashimotoら、特許文献６.）、第6
,013,372号（Hayakawa ら、特許文献７.）、第6,090,489号（Hayakawa ら、特許文献８.
）、第6,210,779号（Watanabe ら、特許文献９.）、第6,165,256号（Hayakawaら、特許文
献１０.）、および第5,616,532号（Heller ら、特許文献１１）に記載されており、この
参照により各々の全内容をここに包含するものとする。
【０００５】
　疎水性被覆は、ガラスに適用して水をはじくようにするものであり、水が膜状に広がら
ずに水滴になるようにさせる。Nakanishi ら.の米国特許第5,424,130号（特許文献１２）
（この参照によりその教示をここに包含する）は、フロロアルキル基を含むシリカ系被覆
でガラス表面を被覆することを示唆している。引例は、シリコーンアルコキシド塗料をガ
ラスの表面に塗布し、塗料を乾燥させてから、空気中で乾燥した塗料を燃焼させることを
教示している。
【０００６】
　疎水性（すなわち、「撥水性」）被覆は、ガラスの表面上で水が玉のような水滴になる
ようにする傾向をもつ。これら水滴（beads or water droplets）は、建築でも自動車で
もその他の用途でも、ガラス表面上で乾いて水跡（みずあと）となる。自動車のフロント
ガラスなどでは、この水滴作用はガラス表面から水を除去するのに役立つ。自動車が十分
な速度で操作されるとき、一定の高速の空気流が表面に吹き付けられ、水滴を表面から吹
き飛ばす。しかし、より静止した状態においては、これら水滴はガラス表面にとどまり、
ゆっくりと蒸発する。このように、疎水性機能性被覆を有するガラス表面は、それにもか
かわらず定期的な洗浄を必要とする。
【０００７】
　親水性被覆は、水に対する親和性があり、付着した水を膜状に広げる（sheet）傾向が
ある。かかる被覆を使用することにより、疎水性被覆により起こる水滴と水跡の発生を防
止する。米国特許出願第09/868,542号、第09/868,543号、第09/599,301号、および第09/5
72,766号（この参照により各々の内容全てをここに包含する）に記載されているように、
親水性被覆は、建築物のガラス等の基板上に使用されると特に有効である。例えば、これ
ら被覆は、水滴がとどまることにより残される水跡の形成を防止するので、長期にわたる
清浄な外観維持を促進し、洗浄の頻度を減らすことができる。
【０００８】
　反射防止被覆もまた、ガラス板の表面に適用できる。例えば、Takamatsu らの米国特許
第5,394,269号（この参照によりその教示全てをここに包含する）は、反射を低減するた
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めに「微細な凹凸がある」シリカ層がガラス表面に設けられたものを提案している。凹凸
のある表面は、ケイフッ化水素酸の過飽和シリカ溶液で表面を処理してガラス板上にシリ
カの多孔層を付けることにより得られる。
【０００９】
　機能的性質は、汚れや塵、屋内や屋外の環境条件などに機能的被覆がさらされると劣化
したり減少したりすることがある。機能的被覆はこのように汚れたり汚染されたりするこ
とがあり、その結果その性能や機能的性質が失われたり減少したりする。
【００１０】
　ガラスに対して製造、運送、取り扱い、窓の形成およびはめ込みを行うときに、ガラス
板の被覆表面が汚染されうる。例えば、ガラス製造環境中で被覆表面が有機化合物等の残
渣にさらされることがよくあり、それらは被覆表面上に堆積してそれらを汚染しうる。例
えば、ガラス製品の製造に使用される様々な溶媒、硬化生成物、および封止材は、被覆表
面を汚染しうる残渣を作り出す。製造施設の大気もまた、被覆表面を汚染しうる蒸気を含
むことがある。例えば、断熱ガラスユニット（ＩＧユニット）の製造において、シリコー
ンが封止材として一般的に使用される。あらたに置かれたシリコーンはかなりの期間ガス
を放出し、このガス放出にさらされた被覆表面にシリコーンの残渣が蓄積することがある
。
【００１１】
　汚染は、例えば特定の表面特性など、機能的特性を有する被覆を備えた基板表面にとっ
ては特に有害でありうる。例えば、親水性被覆を備えた基板はしばしば、表面が水で薄く
覆われる（water-sheeting）特定の特性を備えることがよくあるが、汚染された場合には
それがしばしば損なわれる。親水性被覆は水に対して親和性があり、そこに付着した水を
膜状に広げる傾向がある。これら被覆は、水跡の形成を防ぎ、より長期にわたる清浄な外
観の維持を促進すると考えられている。これら被覆がシリコーン等の残渣に汚染されると
、所望の親水性表面が、望まれていない疎水性を呈するようになる。親水性表面を備えた
ガラス表面をシリコーンのような物質による汚染から保護することは非常に困難であった
。
【００１２】
　被覆表面はまた、特に屋外環境に表面がさらされた時に、経時的に劣化しうる。屋外環
境にさらされると、被覆表面はしばしば霧や雨、ホコリ、紫外線等の屋外条件にさらされ
、それによってしばしば表面の機能的特性が劣化する。例えば親水性被覆の場合、紫外線
に過剰にさらされると、親水性被覆の親水性特性が劣化することが多い。また、霧、雨等
の屋外環境条件に過剰にさらされても、親水性被覆の親水性特性が劣化することが多い。
したがって、汚染された、または劣化した被覆を備えた表面を処理して汚染物質を除去し
被覆の機能的特性を回復する方法を提供することが望まれている。例えば、汚染された、
または劣化した親水性被覆を備えた表面を処理して汚染物質と特性を除去し被覆の親水性
特性を回復する方法を提供することが望まれている。
【特許文献１】米国特許第５，８７４，７０１号明細書
【特許文献２】米国特許第５，８５３，８６６号明細書
【特許文献３】米国特許第５，９６１，８４３号明細書
【特許文献４】米国特許第６，１３９，８０３号明細書
【特許文献５】米国特許第６，１９１，０６２号明細書
【特許文献６】米国特許第５，９３９，１９４号明細書
【特許文献７】米国特許第６，０１３，３７２号明細書
【特許文献８】米国特許第６，０９０，４８９号明細書
【特許文献９】米国特許第６，２１０，７７９号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，１６５，２５６号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，６１６，５３２号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，４２４，１３０号明細書
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　基材表面を清浄にして汚染物質を除去するためには、研磨材やその他の洗浄溶液が知ら
れている。例えば、ガラス表面を磨き、研削し、仕上げるために、非被覆ガラスに酸化セ
リウムスクラブが適用される。クロロックス社（Clorox Company）製のソフトスクラブ（
Soft Scrub）（商標）クレンザーもまた、非被覆ガラス表面を洗浄するために使用されて
きた。これらスクラブは、表面に機械的に結合した汚染物質を除去するのに効果的であっ
た。しかし、これらスクラブは被覆ガラス表面に使用されるためのものではない。当業者
は、研磨材によって表面にキズがついたり損傷したりすることを避けるために、被覆表面
に研磨材を通常は使用しないことを認識している。研磨材は、例えばシリコーンなど、被
覆に化学的に結合している汚染物質を除去するために使用されるためのものでもない。む
しろ、化学的に結合している被覆を除去するためには、化学洗浄剤が使用される。このよ
うに、非被覆基板表面を洗浄、研磨するために研磨材料が使用されてきた一方、かかる材
料は被覆を備えた基板表面を洗浄または処理するためには使用されてこなかった。従来の
研磨スクラブも、洗浄後にガラス表面上に残ることを通常は意図しておらず、完全に除去
するためには数度のすすぎ洗いが必要であることが多い。このように、適用しやすく過剰
なすすぎ洗いの不要な、被覆を備えた表面を処理するための方法を提供することも望まれ
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、様々な実施形態において、基板の表面に機能的特性を付与するための、また
は表面上に備えられた機能的被覆に機能的特性を回復するための、基板処理用の組成物、
製品、および方法を提供する。
【００１５】
　本発明の組成物の様々な実施形態において、液状媒体、溶液、またはゲルに分散させた
研磨粒子を含む組成物が提供される。前記粒子は、処理される表面と同じ材料で形成され
てもよいし、異なる材料で形成されてもよい。有用な研磨粒子の例としては、結晶性シリ
カ、アルミニウムシリカ、酸化チタン（例えば、三二酸化チタン、二酸化チタン、三酸化
チタン）、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、トパーズ、炭化珪素、および窒化硼素等がある
が、これらに限定されるわけではない。有用な材料の別の例としては、光触媒性被覆を形
成するために使用されるものとして知られている材料、例えば光活性酸化物および非酸化
物半導体、遷移金属酸化物、炭化物、硫化物等の機能的被覆を挙げることができるが、こ
れらに限定されるわけではない。組成物は、２種類以上の異なるタイプの研磨粒子の混合
物から成ってもよい。
【００１６】
　本発明の組成物を含浸させた布状体のような製品が提供される。本明細書で「布状体」
とは、布材料、生地、ペーパータオル、スポンジ、キムワイプ（kimwipe）、ぬれナプキ
ン（towelette）などのような製品を含むが、これらに限定されるわけではない、と理解
される。さらに、前記組成物と布状体とから成るキットも提供される。本発明のキットの
実施形態では、前記布状体は組成物を含浸せずに提供されても、または含浸して提供され
てもよく、前記組成物を分注できる適切な容器に入った前記組成物と一緒に包装されてい
てもよい。
【００１７】
　本発明の方法の実施形態において、基板が準備され、前記組成物によって処理される。
【００１８】
　本発明の方法の実施形態において、機能的被覆を備えたガラス表面を準備する工程と、
前記ガラス表面に備えられた前記機能的被覆の前記機能的特性が回復されるまで、溶液ま
たはゲルに分散させた研磨粒子で前記機能的被覆を処理する工程とを含む、機能的被覆を
備えたガラス表面に機能的特性を回復する方法が提供される。
【００１９】
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　他の実施形態において、機能的被覆を備えた表面を準備する工程と、前記表面に備えら
れた前記機能的被覆の機能的特性が回復されるまで、溶液またはゲルに分散させた研磨粒
子で前記機能的被覆を処理する工程を含む、機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復
する方法が提供される。
【００２０】
　他の実施形態において、少なくとも１つの表面が環境に対して露出されているガラス基
板を準備する工程と、溶液またはゲルに分散させた、少なくとも１つの機能的特性を有す
る研磨粒子で、前記研磨粒子の被覆が前記露出表面上に形成されるまで前記露出表面を処
理する工程とを含むことを特徴とする、ガラス基板に少なくとも１つの機能的特性を付与
する方法が提供される。
【００２１】
　さらに他の実施形態において、モース尺度における硬度を有する露出表面を有するガラ
ス基板を準備する工程と、前記露出表面の硬度以下のモース尺度における硬度を有し、約
１ミクロン～約５００ミクロンの粒径を有するシリカ粒子である、溶液またはゲルに分散
させた研磨粒子を準備する工程と、前記研磨粒子の親水性特性を有する被覆が前記表面上
に形成されるまで、前記研磨粒子で前記露出表面を処理する工程とを含む、露出表面を有
するガラス基板に親水性の機能的特性を付与する方法が提供される。
【００２２】
　さらに他の実施形態において、モース尺度における硬度を有する機能的被覆を備えた表
面を準備する工程と、モース尺度における硬度を有し、約１ミクロン～約５００ミクロン
の粒径を有し、前記被覆の硬度との硬度差がモース尺度における２以下である、溶液また
はゲルに分散させた研磨粒子を準備する工程と、前記被覆の機能的特性が回復されるまで
、前記研磨粒子で前記表面に備えられた前記機能的被覆を処理する工程とを含む、機能的
被覆を備えた表面に機能的特性を回復する方法が提供される。
【００２３】
　さらに他の実施形態において、親水性特性を有する二酸化珪素被覆を備えた表面を準備
する工程と、前記被覆の親水性特性が回復されるまで、溶液またはゲルに分散させたシリ
カ研磨粒子で前記二酸化珪素被覆を処理する工程とを含む、親水性特性を有する二酸化珪
素被覆を備えた表面に親水性特性を回復する方法が提供される。
【００２４】
　本発明の組成物、製品、および方法の様々な実施形態において、研磨粒子と、前記粒子
が適用される被覆とは、それぞれモース尺度における硬度を有する。前記研磨粒子は、被
覆と粒子の硬度の差が、モース尺度での２以下であるように選択されればよい。または、
研磨粒子の硬度が機能的被覆の硬度以下であるように選択されてもよい。また、様々な実
施形態において、前記粒子は様々な粒径であってもよいが、約１ミクロン～約５００ミク
ロンの範囲の平均粒径を有する粒子はいくつかの実施形態や応用例において特に有用であ
る。
【００２５】
　以下、図面を参照しながら詳細な説明をする。異なる図面における同じ要素は、同じ参
照符号で示される。図面は縮尺比が必ずしも均等であるとは限らず、選択された実施形態
を示し、本発明の範囲を限定するものではない。示された実施例には本発明の範囲内の有
効な変形例が数々あることを、当業者は認識するであろう。
【００２６】
　本発明は、一般的には基板の、特にガラス基板の表面を処理するための組成物、製品、
および方法を提供する。本明細書中、および本願クレーム中で使用される「処理（treati
ng）」という用語は、非被覆表面、または機能的被覆を備えた表面のいずれかの処理を指
し、含意するものである。処理は、表面（被覆、または非被覆）を洗浄し、表面上に備え
られた機能的被覆の機能的特性を回復する、または表面（被覆、または非被覆）に機能的
特性を付与するという目的のために行われる。処理は、一般的に、手動で（例えば、布状
体、生地、ぬれナプキンや、同様の製品を持った手で）、または機械的に（例えば、研磨



(13) JP 2008-518799 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

ドリル、緩衝装置や、布状体、生地、または繊維等の適当な塗布材料を組み込んだ塗布素
子を備えた装置などの塗布装置を使用して）こすり力または摩擦力（rubbing or frictio
nal force）を加えながら表面に本発明の組成物を塗布して、表面を清浄化する、ぬぐう
、洗浄する、こする、または磨くことを含んでいる。前記組成物は、表面に直接塗布して
もよいし、まず布状体またはその他の媒体や、塗布装置の素子に付着させてもよい。
【００２７】
　本発明の組成物が塗布される表面は、目視により、または触感により滑らかであると思
われればよい。ただし、電子顕微鏡等の装置で観察したときに、被覆表面も非被覆表面も
、凹凸のような特徴や、その他の特徴のある、変則的または規則的な組織に見えてもよい
。これら特徴は顕微鏡レベルであって、処理中に適用されるこすり力または摩擦力と研磨
粒子の粒径とがあいまって、組成物が表面及びそのなんらかの構造的特徴に入り込み、物
理的または化学的に結合している汚染物質との接触を促進するようにさせる。
【００２８】
　本発明の実施形態の処理工程または処理剤を用いて、表面（被覆、または非被覆）に物
理的または化学的に結合している、または付着している汚染物質を除去して、表面を清浄
にし、または表面に備えられた機能的被覆の機能的特性を回復することができる。さらに
、本発明の実施形態の組成物で機能的被覆を形成することにより、機能的特性を表面（被
覆、または非被覆）に付与することができる。本明細書で使用される「機能的被覆（func
tional coating）」の用語について、当業者にはこれが特定の表面特性を有する任意の被
覆を表すと理解される。特定の表面特性を有する被覆の例としては、親水性被覆、疎水性
被覆、および光触媒性被覆が挙げられるが、これに限定されるわけではない。
【００２９】
　「親水性（hydrophilic）」という用語は、本明細書中では、付着した水が水滴になら
ずに膜状に広がるようにさせる傾向のある任意の被覆、表面、または材料を表すために使
用される。
【００３０】
　「疎水性（hydrophobic）」という用語は、本明細書中では、付着した水が膜状に広が
らずに水滴になるようにさせる傾向のある任意の被覆、表面、または材料を表すために使
用される。
【００３１】
　「光触媒性（photocatalytic）」という用語は、本明細書中では、紫外線を吸収し光触
媒作用により有機物質または化合物を分解する任意の被覆、表面、または材料を表すため
に使用される。
【００３２】
　本発明の様々な実施形態の組成物は、一般的に研磨粒子からなり、特に、液状媒体、溶
液、またはゲルに分散させた研磨粒子からなる。研磨粒子は、処理される表面または処理
される表面上に備えられた機能的被覆と、同じ材料のものであってもよいし、違う材料の
ものであってもよい。ガラス等の透明な表面に関しては、好適には、処理される表面（被
覆、または非被覆）に目に見えるような擦り傷、引っかき傷、損傷を与えないような材料
で形成され、より好適には、かかる材料からなる研磨粒子および組成物が透明な被覆を形
成するか、または顕著もしくは目に見える残渣を残さないものである。目に見える残渣を
残さない粒子および組成物が好ましい用途もあるが、別の用途では、形成された残渣はす
すぎ洗いまたは洗浄により除去することができる。
【００３３】
　本発明の組成物では、溶液またはゲル中の固体分散のように、研磨粒子が液状媒体に分
散または含有されている。研磨粒子を含有するために様々な液体が適している。液状媒体
は、例えばガラスなどの基板、研磨粒子、および／または生地もしくは布状体、または塗
布素子の間の摩擦を低減するために、研磨粒子を分散する役割を果たしている。ゲル中に
分散して半固体分散またはコロイド懸濁である場合、水のような液体、または処理中にゲ
ルを形成するように改質された液体を使用または塗布して摩擦を低減する必要があるだろ
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う。さらに、組成物を処理表面に分布させ機能させるために、より大きなこすり力または
摩擦力の印加が必要であることが多い。
【００３４】
　好適には、研磨粒子および／または処理される表面もしくは機能的被覆との適合性に基
づいて液体が選択されることを、当業者は容易に理解するであろう。本発明の実施形態の
組成物の形成に使用される液体、または、ゲルでの処理中に使用される液体についても、
このような考慮がなされる。適合するためには、前記液体は、好適には中立的に相互作用
するものであり、これは例えば、前記液体が研磨粒子、表面、または機能的被覆に対して
非腐食性である、研磨粒子、表面、または表面上に備えられた機能的被覆と化学的に反応
しないか侵食しない、などの意味である。
【００３５】
　適している、または有用である液体の例としては、水、アルコール、弱酸性溶液、弱塩
基性溶液、液体ガラスクリーナー、アセトン等が挙げられるが、これらに限定されるわけ
ではない。弱酸性溶液の例としていくつか挙げてみると、酢酸、クエン酸、蟻酸などの酸
を含む水溶液があり、または、非常に薄い酸や酢でもよい。一方では、前記溶液は石鹸や
洗浄液などの弱い塩基を含有してもよい。多数の市販のガラスクリーナー、例えばウィン
デックス（Windex）（登録商標）ブランドのガラスクリーナーが、弱塩基性である。前記
溶液は、アルコール溶液であってもよい。例えば、前記溶液はイソプロピルアルコールな
どのアルコールを含有してもよい。前記溶液は水溶液であってもよい。例えば、前記溶液
は、酢と水またはクエン酸と水などの酸性水溶液を含有してもよく、または、イソプロピ
ルアルコールと水などのアルコール性水溶液であってもよい。前記溶液は水のみから成っ
てもよい。
【００３６】
　ある実施形態においては、前記溶液は水と酢の混合物を含んでもよい。任意の市販の酢
が使用可能である。別の実施形態においては、前記溶液はイソプロピルアルコールと水を
含んでいてもよい。この溶液は、例えば、イソプロピルアルコール５０％、水５０％を含
んでもよいが、ただし、前記二つの成分は１：１以外の様々な割合で存在してもよい。さ
らに別の実施形態においては、前記溶液は市販のガラスクリーナーを含む。市販のガラス
クリーナーの例としては、ウィスコンシン州のラシーンにあるエス・シー・ジョンソン・
アンド・サンズ（SC Johnson and Sons）社製のウィンデックス（Windex）（登録商標）
ブランドのガラスクリーナーがある。
【００３７】
　本発明の方法、組成物、および製品は、その様々な実施形態において、建築物やその他
のガラス基板（例えば、鏡、車両の窓、ガラスレンズなど）や、例えば太陽電池などに使
用される基板などの合成または高分子材料で形成された基板、複合物、多層基板など（こ
れらに限定されるわけではない）、様々な基板を処理するために使用されてもよい。出願
人が特に関心を持っているのは（これに限定されるわけではないが）、窓およびスパンド
レルに使用されるような、建築用ガラスである。したがって、本発明の組成物および方法
で研磨粒子として使用される種類や材料を論じる前に、建築用ガラスとその上に形成され
る被覆を論じると、本発明の様々な実施形態を理解するには有益であろう。
【００３８】
　建築用ガラス製品は、環境に対して露出し、しばしば親水性、疎水性、光触媒性等の所
望の特性を示す機能的被覆を備えている。機能的被覆を備えていようといまいと、露出の
結果、これらや他の基板の表面が汚れるか、もしくは、それらの上に備えられた機能的被
覆が汚れるか、その機能的特性が減少する、弱まる、または失われるかする。透明誘電体
膜などの様々な材料で形成できる。
【００３９】
　被覆を備えた基板表面は、おおむね本発明にしたがって処理することができる。建築用
ガラスについては、ほとんどの場合、基板が板状である（例えば、ほぼ反対を向いた二つ
の主面を有する）。被覆２０を備えた板状基板１０が図７に示されている。好適には、前
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記板状基板はガラス板である。様々な種類の公知のガラスが使用できるが、ソーダ石灰ガ
ラスが好適な例のひとつである。ガラス板は、窓に設置された窓ガラスであってもよい。
窓ガラスは単層ガラスであってもよく、または多層断熱ガラスユニットの一部であっても
よい。また、建築目的としては、前記ガラス板はスパンドレルであっても、単板（monoli
thic）ガラス板であってもよい。
【００４０】
　図７において、説明のために、前記基板１０は窓に設置された窓ガラスである。また、
前記ガラスは窓に設置された単層ガラスであってもよく、または窓に設置された多層断熱
ガラスユニットの一部であってもよい。前記基板の表面は被覆２０を備え、前記被覆２０
は機能的被覆であってもよい。被覆２０が窓または窓ユニットの外側表面上に有る場合、
屋内または屋外の環境にさらされ、ホコリ、水、汚染物質等に接触しうる。被覆２０が機
能的被覆である場合、この接触により被覆が汚れることになりうる。
【００４１】
　図８は、多層断熱ガラスユニット３０に組み込まれたものとしての基板１０を示してい
る。前記ＩＧユニット３０は、スペーサ１１０によって間隔を空けた位置関係に保持され
ている２枚の窓ガラス１０、１００を含む。前記スペーサは、通常、金属またはプラスチ
ックの中空の管で形成される。前記スペーサ１１０には、ガラス板間の空間中の気体が通
じるように乾燥剤１１２が必要に応じて設けられていてもよい。この乾燥剤には、窓ガラ
ス間空間１１５内の気体が通じ、窓ガラス１０、１００間に滲出する湿気があればそれを
除去する。外側封止材１１４はスペーサ１１０の外延部の周囲に設けられて、気体および
湿気に対する確実なバリアを形成する。かかる乾燥剤は、窓ガラス間に透過する湿気を除
去するのに役立つ。気体および湿気に対するバリアを形成するために、スペーサ１１０の
周囲に端部封止材を適用してもよい。端部封止材は一般的には、前記のように、長期間ガ
スを放出しうるシリコーンを含む。ＩＧユニット３０は、窓ガラス１０のみが被覆を備え
ているように示されているが、他の市販のＩＧユニットでは、窓ガラス１００もまたその
外側表面に被覆が設けられていてもよい。本発明の組成物および方法は、窓ガラス１０の
被覆外側表面、または窓ガラス１１０の非被覆表面を処理するために使用することができ
る。
【００４２】
　図９は、窓の窓ガラスとして機能する基板１０を示している。前記基板１０は、建築物
９９の外壁９８にある枠９５内に設置されている。基板１０は、枠９５内に設置された、
図７に示されたような単層板状基板であってよく、または、枠９５内に設置された、図８
に示されたような多層断熱ガラスユニットの一部であってもよい。どちらであっても、前
記基板１０は、被覆を備えた外部表面を有し、日光７７およびその他の屋外環境条件にさ
らされた状態で示される。
【００４３】
　前記基板１０の表面に設けられた前記被覆２０は、真空被覆法などの、任意の公知の被
覆堆積方法により堆積された、当該技術分野で公知の任意の被覆であればよい。よく知ら
れている真空被覆法の例としては、スパッタリング、蒸着、その他の物理および化学蒸着
法（例えばプラズマ援用化学気相蒸着法、プラズマ強化化学気相蒸着法（ＰＥＣＶＤ））
などが挙げられ、それらはしばしば機能的特性を有する被覆を設けるために利用される。
堆積方法に関する開示を含む、米国特許第3,814,983号および5,062,508号を参照する（こ
の参照により各々の教示の全てをここに包含するものとする）。
【００４４】
　建築用などのガラスにおいて、機能的被覆は透明誘電体膜などの様々な材料で形成でき
る。「透明誘電体（transparent dielectric）」という用語は、本明細書では、１つ以上
の任意の金属を含み、ガラス製造分野の当業者に公知の技術で薄膜状に堆積されたときに
ほぼ透明である、任意の非金属（すなわち、純粋な金属でも純粋な金属合金でもない）化
合物をあらわすものとして使用される。この定義に含まれるものとしては、任意の金属酸
化物、金属炭化物、金属窒化物、金属硫化物、金属硼化物、およびこれらの組み合わせ、
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例えば金属酸窒化物がある。さらに、本明細書中で使用される「金属（metal）」という
用語は、金属および半金属（すなわちメタロイド）すべてを表す。薄膜用に有用であると
知られている酸化物の例としていくつか挙げてみると、亜鉛、錫、インジウム、ビスマス
、チタン、アルミニウム、ハフニウム、ジルコニウム等の酸化物、およびそれらの混合物
などがある。金属酸化物は簡単に堆積でき、低価格で適用できるため望ましいが、公知の
窒化金属（例えば、窒化珪素および窒化チタン）も使用可能である。当業者であれば薄膜
または機能的被覆形成用のその他の有用な材料にも精通しているであろう。
【００４５】
　親水性被覆および表面は、通常、水との接触角が約２５度より小さい。親水性被覆を備
えた基板は、出願人の所有する米国特許第6,660,365号および米国特許出願第09/868,542
号および09/572,766号において開示されており、ここに参照することにより各々の全内容
をここに包含するものである。親水性材料または被覆の例としては、二酸化珪素（SiO2）
があるが、これに限定されるわけではない。前記のいずれも研磨粒子を形成するために使
用できるが、米国特許第6,660,365号および米国特許出願第09/868,542号に詳細を記載し
ているように、二酸化珪素は特に好適な親水性被覆となり、ここに参照することにより各
々の全教示をここに包含するものである。このように、二酸化珪素は、本発明の組成物お
よび方法において親水性研磨粒子として特に有用である。水で薄く覆われる炭素系材料お
よびそれにより形成される被覆は、詳細が米国特許出願09/572,766号に記載されており、
ここに参照することによりその全教示をここに包含するものである。かかる炭素系の材料
は、本発明の組成物中の研磨粒子および被覆として使用されてもよい。
【００４６】
　光触媒性被覆を形成するために使用される材料としては、様々な材料が公知であり、例
えば、光活性酸化物および非酸化物半導体、遷移金属酸化物、炭化物、硫化物、およびそ
の他の機能的被覆などがある。その例としては、鉄、銀、銅、タングステン、アルミニウ
ム、亜鉛、ストロンチウム、パラジウム、金、プラチナ、ニッケル、およびコバルトの酸
化物、ならびにその他の光活性遷移金属酸化物、例えば、アナタース型酸化チタン、ルチ
ル型酸化チタン、酸化亜鉛、酸化錫、酸化鉄（III）、三酸化二ビスマス、三酸化タング
ステン、およびチタン化ストロンチウムなどがある。光触媒性材料の別の例としては、以
下のようなものがあるが、これらに限定されるわけではない：SnO2、 CaTiO3、 MoO3、 N
bO5、 TixZr(1-x)O2、 SiC、 SrTiO3、 CdS、 CdSe、 FeTiO3、 GaP、 GaAs、 GeAs、 Ru
O2、 MOS3、 LaRhO3、 CdFeO3、 Bi2O3、 MOS2、 In2O3、 CdO、 InPなど。酸化チタンは
、より強力な光触媒性材料のひとつであり、したがって好適な光触媒性材料である。
【００４７】
　このように、本発明の様々な実施形態に使用される研磨粒子は、前記の材料で形成でき
、それ以外にも、セラミック、トパーズ等での材料で形成される微細な粒子により形成で
きる。二酸化珪素も有用な材料である。
【００４８】
　本発明の組成物に使用される研磨粒子はまた、処理される表面の材料と同じ材料で形成
されても、異なる材料で形成されてもよい。ある用途では、好適には粒子が機能的被覆と
同じ材料で形成される。別の用途では、好適には粒子が機能的被覆の材料と異なる材料で
形成されるか、または、非被覆表面の場合、基板を形成する材料と異なる材料で形成され
る。
【００４９】
　前述のように、研磨粒子は好適には、処理される表面（被覆、または非被覆）に目に見
えるような擦り傷、引っかき傷、損傷を与えないような材料で形成される。かかる擦り傷
、引っかき傷、または破壊が、粒子と処理される表面または被覆のそれぞれの硬度に注意
を払うことにより避けることができることを、出願人は発見した。機能的被覆および研磨
粒子は、最も柔らかい物から最も硬い物への順序での相対的な硬度に基づいて鉱物を分類
する、モース尺度、または、新モース尺度もしくはヌープ尺度などのその他の尺度で計測
できる硬度を有している。鉱物の硬度は、モース尺度では、１０個の標準鉱物の１つに対
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してキズをつけることができるか、またはそれによりキズをつけられるかにより、計られ
る。１０個の標準鉱物とは、硬度１～１０にそれぞれ対応して硬度の小さいほうから順に
、次のようなものである：滑石（１）、石膏（Gypsym）（２）、方解石（３）、ホタル石
（Flourite）（４）、燐灰石（５）、正長石または長石（６）、石英SiO2（７）、トパー
ズ（８）、鋼玉またはサファイア（９）、およびダイヤモンド（１０）である。各鉱物は
、それよりも硬度の大きいもの全てによってキズを付けられる。硬度は本明細書では概ね
モース尺度を使用して論じられるが、当業者であれば、モース硬度が他の硬度尺度に変換
できること、また、異なる硬度尺度を使用しても硬度を表すおよび／または比較すること
ができ、それもまた本発明の範囲内であることを容易に理解するであろう。
【００５０】
　通常、研磨粒子、非被覆表面、および表面に備えられた機能的被覆の硬度は、モース尺
度において約３～約８の範囲である。表面または被覆に目に見えるキズがつくのを避ける
ためには、研磨粒子は処理される表面または被覆の硬度と同等の硬度を有するとよい。硬
度は同じまたは等しくなければならないということはないが、研磨粒子の硬度と、表面ま
たは機能的被覆の硬度との差異がモース尺度で約２以下であることが好ましい。本発明の
方法の実施形態のいくつかでは、好適には、研磨粒子の硬度が処理される表面または機能
的被覆の硬度以下である。
【００５１】
　硬度に加え、粒径が処理の有効度および所望の形態に影響を与えうる。様々な粒径の粒
子が、本発明の組成物、製品、および方法に使用されうる。約１ミクロン～約５００ミク
ロンの範囲の平均粒径の粒子がいくつかの実施形態および用途では有利であることを、出
願人は発見した。
【００５２】
　発明者は、被覆を備えた基板表面を研磨組成物で処理することにより、予測し得ない有
利な特性が被覆に付与されることを発見した。化学的に結合した汚染物質を除去するため
には化学的な処理が必要とされるのは、よくあることである。しかし、研磨粒子による機
械的処理が、特に表面を傷つけることなく、化学的に結合した汚染物質を除去することは
予測し得ない。出願人が本発明の研磨組成物を適用すると、被覆表面を傷つけることなく
、または損傷することなく、化学的に結合した汚染物質をそこから除去することがわかっ
た。出願人はまた、被覆表面の表面張力の予測し得ない改善、および親水性特性の付与ま
たは回復にも気づいた。いくつかの表面は、表面張力の改善の恩恵を受けることができる
。例えば、前記組成物は、親水性被覆の表面張力を改善するために使用でき、それは前記
被覆の親水性特性を回復するのに役立つ。機能的親水性被覆は、水との接触角が小さく、
それにより水を膜状に広げる。親水性表面が汚染されると、水との接触角が大きくなり、
それによって水を膜状に広げるのではなく水滴にさせる。汚染された親水性被覆は、研磨
組成物によって処理することができ、それによって被覆の表面張力を改善して再び小さな
接触角を呈するようにし、被覆の親水性特性を改善する。さらに、ガラス表面など非被覆
表面は、処理されて、親水性特性を有する被覆が形成されてもよい。または、本発明の研
磨組成物は、任意の他の被覆の表面張力を改善するためにも使用でき、それによって非親
水性被覆に親水性特性を付与できる。それらは同様に、表面に光触媒性特性を回復したり
付与したりするために使用してもよい。このように、本発明の研磨組成物および方法は、
被覆の機能的特性を回復または改善するために使用できる。
【００５３】
　前記組成物は、通常、液状媒体またはゲル状溶液に分散させた研磨粒子を含んでいる。
有用な研磨粒子の例としては、結晶性シリカ、アルミニウムシリカ、酸化チタン（例えば
、セスキ酸化チタン、二酸化チタン、三酸化チタン）、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、ト
パーズ、炭化珪素、および窒化硼素、これらの２つ以上の混合物などが挙げられるが、こ
れらに限定されるものではない。ある実施形態では、研磨粒子はシリカ粒子を含んでいる
。好適には、シリカ粒子はシリカゲルである。シリカゲルは一般的には、多孔性、粒状の
形態のシリカであり、通常珪酸ナトリウムから合成して製造される。シリカゲルは、当該
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技術分野でよく知られており、いくつかの業者により市販されている。
【００５４】
　本発明の組成物では、前述のように、研磨粒子は溶液またはゲルに分散されていればよ
い。溶液、溶媒または液状媒体のミリリットル中の研磨粒子の量は、本発明の組成物に応
じて変更できる。好適には、前記組成物は、１００ミリリットル中に約０．５～約８ティ
ースプーンの研磨粒子を含む。より好適には、前記組成物は、１００ミリリットルの溶媒
中に約０．５～約５ティースプーンの研磨粒子を含む。さらに好適には、前記組成物は、
１００ミリリットルの溶液中に約０．５～約２ティースプーンの研磨粒子を含む。
【００５５】
　ある好適な実施形態において、前記組成物は溶液中に分散させた研磨シリカ粒子を含み
、前記溶液のうち任意のものを使用できる。別の好適な実施形態においては、前記組成物
は、酢の溶液に分散させたシリカ粒子を含む。好適には、前記組成物は、酢１００ミリリ
ットル中に約１～２ティースプーンのシリカゲルを含む。別の好適な実施形態においては
、前記組成物はイソプロピルアルコールおよび水に分散させたシリカ粒子を含む。好適に
は、前記組成物は、イロプロピルアルコール１００ミリリットルおよび水１００ミリリッ
トル中に約１０ティースプーンのシリカゲルを含む。さらに別の好適な実施形態において
は、前記組成物は、ウィンデックス（Windex）（登録商標）ブランドのクリーナーなど、
市販のガラスクリーナーに分散させたシリカ粒子を含む。
【００５６】
　以下に記載する本発明の組成物の様々な実施形態は、前述の本発明の組成物の様々な成
分の記載に基づいて理解されうる。
【００５７】
　本発明の組成物の実施形態において、機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復する
ための組成物が提供される。前記組成物は溶液またはゲルに分散させた研磨粒子を含む。
機能的被覆および研磨粒子の両方がそれぞれモース尺度において計測される硬度を有する
。本実施形態において、粒子および被覆の硬度には差がある。前記硬度は、モース尺度に
おける２以下である。
【００５８】
　本発明の組成物の別の実施形態において、表面上に機能的被覆を形成するための組成物
が提供される。本実施形態の組成物は、溶液またはゲルに分散させた研磨粒子を含む。表
面および研磨粒子の両方がそれぞれモース尺度において計測される硬度を有する。本実施
形態において、被覆および粒子の硬度には差があり、前記差は、モース尺度における２以
下である。
【００５９】
　別の実施形態において、非被覆基板表面または被覆を備えた基板表面を処理するための
製品またはキットが提供される。前記キットは通常、本発明の組成物と、一般的にまたは
総称として「布状体」と称される、布状体、生地、ペーパータオル、スポンジ、キムワイ
プ、ぬれナプキン、または同様の物品とを含む。ある実施形態においては、前記組成物お
よび布状体は別々に提供される。前記組成物がゲルに分散させた研磨粒子から成る場合、
取り外し可能なキャップのついたチューブなど、前記ゲルを分注できる手段に入れてあっ
てもよい。前記組成物が溶液に分散させた研磨粒子である場合、スプレーボトル等の容器
に入れてあってもよい。前記キットはこのように、布状体と、チューブまたは容器とを含
んでいてもよい。または、研磨粒子のチューブまたは小包装、スプレーボトル等の容器（
溶液入り、または溶液無し）などを含んでいてもよい。後者の例の場合、キットの使用者
は、研磨粒子をチューブまたは小包装から容器に分注し、キットに入っている指示書にし
たがって必要であれば液体を加える。基板表面を処理することが望まれているなら、組成
物は布状体上に、または直接基板表面に、噴霧、付着、または塗布される。前記布状体は
その後表面を処理するために使用される。別の実施形態においては、前記組成物と布状体
とは一緒に包装される。好適には、通常ぬれナプキンを包装する方法と同様の方法で、前
記組成物と布状体とをいっしょに包装するか、または密封パッケージに封入する。このキ
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ット形成において、前記布状体は、本発明の組成物に浸漬されるか、または組成物を含浸
させて、予め包装されている。基板表面を処理することが望まれる場合、前記湿潤布状体
がパッケージから取り出されて基板表面に適用される。本発明で使用するに適した布状体
は、スポンジ、ペーパータオル、ぬれナプキン、およびキムワイプなどが挙げられるが、
これらに限定されるわけではない。
【００６０】
　キットで、または別の形態で提供される本発明の組成物を使用した、様々な実施形態に
おける本発明の方法が図１～６を参照して理解されうる。本発明の方法の、以下に記載す
る特定の実施形態は、前述のようにこすり力または摩擦力を加えながら行われる。図１を
参照すると、本発明の実施形態は、機能的被覆を備えたガラス表面に機能的特性を回復す
るための方法を提供する。本実施形態において、前述のような機能的被覆を備えたガラス
表面が提供される。前記表面は、機能的被覆の機能的特性が回復されるまで、本発明の組
成物、すなわち溶液またはゲルに分散させた研磨粒子で処理される。本発明の方法は、ガ
ラス表面以外のものに備えられた被覆に機能的特性を回復させるためにも使用できる。し
たがって、別の実施形態では、機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復する方法が提
供される。図２を参照すると、この実施形態の方法は、機能的被覆を備えた表面を準備す
る工程と、機能的特性が回復されるまで、本発明の組成物、すなわち溶液またはゲルに分
散させた研磨粒子を使用して前記表面に備えられた機能的被覆を処理する工程とを含んで
いる。
【００６１】
　本発明の方法は、少なくともひとつの機能的特性に使用される。このように、本発明の
方法の別の実施形態に関する図３を参照すると、ガラス基板に少なくとも１つの機能的特
性を付与する方法が提供される。本実施形態の方法は、環境に対して露出した少なくとも
１つの露出表面を有するガラス基板を準備する工程を含む。前記露出表面は、前記研磨粒
子の被覆が前記表面に形成されるまで、溶液またはゲルに分散させた研磨粒子で処理され
る。前記研磨粒子は少なくとも１つの機能的特性を有する。その結果得られる被覆は、処
理工程で使用された研磨粒子の機能的特性を呈する。
【００６２】
　図４を参照すると、露出表面を有するガラス基板に親水性の機能的特性を付与する方法
が示されている。本実施形態の方法は、露出表面を有するガラス基板を準備する工程を含
む。この露出表面は、モース尺度における硬度を有する。本発明の組成物、すなわち溶液
またはゲルに分散させた研磨粒子が準備される。前記研磨粒子は、親水性特性を有するシ
リカ粒子である。前記シリカ粒子もまた、モース尺度における硬度を有し、その硬度は前
記露出表面の硬度以下である。前記粒子は、約１ミクロン～約５００ミクロンの範囲の粒
径である。前記露出表面は、前記粒子の被覆が表面上に形成されるまで、前記研磨粒子に
より処理される。その結果得られた被覆は親水性特性を有する。
【００６３】
　図５を参照すると、機能的被覆を備えた表面に機能的特性を回復する別の方法が提供さ
れている。本実施形態の方法では、機能的被覆を備えた表面が準備される。前記機能的被
覆は、モース尺度における硬度を有する。本発明の組成物、すなわち溶液またはゲルに分
散させた研磨粒子が準備される。前記研磨粒子はモース尺度における硬度を有し、約１ミ
クロン～約５００ミクロンの範囲の粒径を有する。前記表面に擦り傷をつけたり引っかい
たりしないように、本実施形態で使用される粒子は、前記被覆の硬度と前記粒子の硬度と
の差がモース尺度における２以下であるように選択される。前記表面上に備えられた機能
的被覆は、被覆の機能的特性が回復されるまで、前記研磨粒子によって処理される。
【００６４】
　図６を参照すると、本発明の方法の別の実施形態が示されている。この方法は、親水性
特性を有する二酸化珪素の被覆を備えた表面に親水性特性を回復するためのものである。
本実施形態において、二酸化珪素被覆を備え、かつ親水性特性が低下した表面が準備され
る。前記二酸化珪素被覆は、その親水性特性が回復されるまで、溶液またはゲルに分散さ
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せた研磨シリカ粒子で処理される。
【００６５】
　本発明の方法のある実施形態において、前記組成物はすすぎ洗いをせずに表面に塗布さ
れる。いくつかの実施形態、特に前記組成物がゲル状で表面に塗布される実施形態におい
ては、目に見える残渣を除去するためにすすぎ洗いが望ましいか、または必要である。
【００６６】
　本発明の方法は、以下の実施例を参照するとさらに理解されるであろう。以下に示す実
施例は、説明のためのものであって、本発明をなんら限定するものではない。
【実施例１】
【００６７】
　ロウＥ２プラス（Low E2 Plus）被覆を含むガラス板を準備した。ロウＥ２プラス被覆
は酸化亜鉛保護塗膜を備えた約４０オングストロームの二酸化珪素被覆を含んでいた。酸
化亜鉛保護塗膜を酢の溶液により除去し、二酸化珪素被覆を露出させ親水性特性を活性化
させた。前記ガラス板は、容器中で活性な（fresh）シリコーンに少なくとも２４時間さ
らされることによりシリコーンで汚染され、このようにさらされたガラス板の領域は疎水
性特性を示した。表１は、シリコーン汚染表面の親水性を確実に復活させた、または回復
した、本発明の方法による処理を示している。前記処理は、手動でのこすり力または摩擦
力の印加により行われた。
【００６８】
【表１】

【実施例２】
【００６９】
　活性化されたロウＥ２プラス被覆を含むガラス板を、華氏１８０度でカナダ製フォック
ス試験箱（Canadian Fox Box）中で強力な紫外線に３日間被曝させ、親水性特性を劣化さ
せた。前記ガラス板が疎水性特性を示したことが観察された。前記被覆表面を、折り畳ん
でいない、酢をしみ込ませたぬれナプキンに塗布したシリカで洗浄した。この処理によっ
て前記被覆表面に親水性特性を回復したことが観察された。
【実施例３】
【００７０】
　活性化されたロウＥ２プラス被覆を含むガラス板を含んだＩＧユニットを、一ヶ月間、
ガラス製造環境にさらした。前記ガラス板の下側３インチを、シリコーンのブリーディン
グ（silicone bleeding）にさらし、疎水性領域とした。前記疎水性領域を、折り畳んで
いない、酢をしみ込ませたぬれナプキンに塗布したシリカで洗浄した。この処理によって
前記被覆表面に親水性特性を回復したことが観察された。
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【実施例４】
【００７１】
　非被覆ガラス表面を有するＩＧユニットを、一ヶ月間、屋外環境にさらすと、高い疎水
性を示した。前記疎水性領域を、折り畳んでいない、酢をしみ込ませたぬれナプキンに塗
布したシリカで洗浄した。この処理によって前記非被覆ガラス表面が親水性を呈するよう
になったことが観察された。このように、本発明の処理により、非被覆表面に親水性特性
を付与することができる。
【００７２】
　本発明の例示的な実施形態およびそれを実施する方法が示され記載されたが、本発明の
精神から逸脱することなく、添付の請求項の範囲内で、様々な変更、応用、変型がなされ
てもよいことは理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】図１は、本発明の方法の一実施形態を示したブロック図である。
【図２】図２は、本発明の方法の一実施形態を示したブロック図である。
【図３】図３は、本発明の方法の一実施形態を示したブロック図である。
【図４】図４は、本発明の方法の一実施形態を示したブロック図である。
【図５】図５は、本発明の方法の一実施形態を示したブロック図である。
【図６】図６は、本発明の方法の一実施形態を示したブロック図である。
【図７】図７は、本発明に従って処理できる被覆を備えた表面を有する基板の側面図を示
している。
【図８】図８は、ＩＧユニットに組み込まれた、本発明に従って処理できる被覆を備えた
基板の斜視図を示している。
【図９】図９は、建築物の外壁に設置された、本発明に従って処理できる被覆を備えた基
板の斜視図を示している。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　　板状基板、窓ガラス
　２０　　被覆
　３０　　多層断熱ガラスユニット（ＩＧユニット）
１００　　窓ガラス
１１０　　スペーサ
１１２　　乾燥剤
１１５　　窓ガラス間空間
１１４　　外側封止材



(22) JP 2008-518799 A 2008.6.5

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(23) JP 2008-518799 A 2008.6.5

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(24) JP 2008-518799 A 2008.6.5

10

20

30

40

【国際調査報告】



(25) JP 2008-518799 A 2008.6.5

10

20

30

40



(26) JP 2008-518799 A 2008.6.5

10

20

30

40



(27) JP 2008-518799 A 2008.6.5

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

